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皆さんの古文書学習における疑問・質問
などにお答えします。鑑定等は行いませ
ん。
とき　６月17日（土）
         午後１時30分～３時
ところ　八ヶ岳総合博物館
講師　博物館職員
参加費　無料（申し込み不要）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

やさしい科学工作を通じて、科学の不思
議さやおもしろさを体験してもらいま
す。
とき　６月18日（日）
　　　午前10時～11時30分
ところ　八ヶ岳総合博物館
講師　市民研究員（実験工作グループ）
定員　16名（要申し込み）
参加資格　小学生以上
参加費　300円
申込開始　５月20日（土）～
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

総合博物館の収蔵庫を一般公開します。
博物館職員がご案内し、収蔵資料につい
て解説します。
とき　６月24日（土）午前10時～と
　　　午後２時30分～
ところ　八ヶ岳総合博物館　講堂
講師　博物館職員
参加費　無料（申し込み不要）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

季節の星座探訪と、大型天体望遠鏡によ
る見ごろの惑星・天体の観察を行いま
す。
とき　６月24日（土）
　　　午後７時30分～９時
ところ　北部中学校天体ドーム
　　　　（北部生涯学習センター）
講師　博物館職員
定員　20名（要申し込み）
参加費　無料
申込開始　５月20日（土）～
　※雨天曇天の場合は中止します
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

企画展の内容について史料館学芸員が解
説します。
とき　６月17日（土）午前10時～
ところ　守矢史料館
料金　要入館料（申し込み不要）
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

空気で膨らませた直径５メートルのエア
ドームの中で美しい星空を体験できるプ
ラネタリウム投影を行っています。
季節の星座や天文現象、宇宙の話題を解
説します。
とき　毎週土・日曜日および祝日。
　　　各日午前10時30分～と
　　　　　午後１時30分～の２回
ところ　総合博物館
定員　各回20名（先着順）
参加費　要入館料
その他　整理券（当日分）は開館時よりお
　ひとりにつき１枚お渡しします。なく
　なり次第、配布終了。
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

国や言葉を超えて心に届く、大人も子ど
もも楽しめる世界の上質なアートパ
フォーマンスをお贈りします。
■「ねんど ねんど ねんど」タレイアス・
　カンパニー（ドイツ）
と　き　７月22日（土）、23日（日）
　　　　午前11時開演
ところ　茅野市民館アトリエ
出　演　ヨハヒム・トアバーン
■「モビール」（フランス）
と　き　７月28日（金）午後７時開演
ところ　茅野市民館マルチホール
出　演　ヨルグ・ミュレール
■「フォークがおどる」シアター・ノーア
　クラフト（デンマーク）
と　き　７月29日（土）午前11時、午後４時開演
　　　　７月30日（日）午前11時開演
ところ　茅野市民館アトリエ
出　演　リサ・ベッカー、クラウス・カ
　　　　ールセン
※詳細はお問合せください。
問　茅野市民館
☎82－8222　FAX82－8223

とき　～７月10日（月）
　　　午前９時～午後７時
ところ　茅野市美術館 常設展示室
観覧料　無料
～関連企画～
■きてみて！親子ギャラリーツアー
とき　５月28日（日）午前11時30分開始
参加費　無料
■学芸員による作品解説会
とき　６月４日（日）午後２時開始
参加費　無料
■きてみて！ギャラリーツアー
とき　６月24日（土）午前11時開始
参加費　無料
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82-8222　FAX82-8223

国宝「土偶」を実物大で制作し、乾燥後

野焼きを体験する講座です。野焼きは

10月８日（日）に予定していますので、

参加をお願いします。（野焼きに参加し

ないと焼くことができません）

とき　６月24日（土）・25日（日）　　

　　　　午前９時30分～午後３時

　　　（作業は午後４時までできます）

ところ　尖石縄文考古館

対象　小学校５年生以上

定員　20名

　　　（ビーナス10名、女神10名）

受講料　800円

持ち物　お弁当・汚れても良い服装・汚

　れても良いタオル２枚・ビニール袋

　（50㎝×50㎝位のもの）

申込期間　５月24日（水）から６月18日

　（日）まで受付、先着順

問　尖石縄文考古館

　　☎76－2270　FAX76－2700

障がいに配慮した競技内容となっており、

多くの選手が日頃の練習の成果を発揮

し、白熱した競技を繰り広げます。参加

をご希望される方、興味のある方はお問

い合わせください。

とき　９月10日（日）※雨天の場合、競

　技によって変更・中止があります。

ところ　松本市松本平広域公園・陸上　

　　　　競技場　ほか

対象　身体障がい者、知的障がい者、　

　　　精神障がい者

競技内容

陸上、水泳、卓球、ボウリング、アー

チェリー、サウンドテーブルテニス、フ

ライングディスク、バスケットボール、

ゲートボール、ソフトバレーボール

※競技は障がいに配慮した内容となって

　います。

申込締切　６月20日（火）

申込・問

　地域福祉課障害福祉係（内線316）
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古文書相談会

ワクワク科学工作
「登り人形を作ろう」

博 収蔵庫公開

博 星空観望会

守 ギャラリートーク
「諏訪上社と江戸幕府・大名」

博尖

C

美

プラネタリウム６月のテーマ
「世界の星空～南極・昭和基地～」

茅野市民館 みんなの劇場
「世界のトビラ」

第１期収蔵作品展
「地域をつむぐ」

縄文教室②
「国宝『土偶』を作ってみよう」

第17回
長野県障がい者スポーツ大会

人権擁護活動の一環として次のとおり相

談所を開設します。相談は無料で、秘密

は堅く守ります。予約の必要はなく、難

しい手続きもありませんのでお気軽にお

出かけください。

とき　６月１日（木）

　　　午前10時～午後３時

ところ　市役所７階705会議室

相談内容　毎日の暮らしの中で起こる

　　　　　さまざまな問題

○「いじめ」「体罰」「不登校」「児童虐待」

　「女性差別」「外国人差別」などの問題

○「家庭内（夫婦・親子・結婚・離婚・扶

　養・相続等）」の問題

○「借地・借家」近隣間のもめごと、悩み

　ごとなど

相談員（人権擁護委員）

　高山衛さん、五味健彦さん、

　矢崎美知子さん、立石陽子さん、

　両角博一さん、荒木真理子さん、

　大久保功身さん

問　市民課市民係（内線254）

行政相談委員として活躍されている大久

保賢一さんと笹岡幸穗さんが引き続き、

総務大臣から委嘱されました。

「行政相談」とは、市民の皆さまから、国

の機関や独立行政法人や特殊法人の役所

や独立行政法人および特殊法人が行って

いる仕事に関する苦情や意見・要望をお

聴きして、その解決や実現を図るものです。

この身近な相談窓口が行政相談委員で

す。

行政相談委員は、毎月第３火曜日に茅野

市役所で開催される定例相談日にお受け

しています。なお、相談は無料で秘密は

守られます。

※平成29年４月１日付けで引き続き総

　務大臣から委嘱されました。

問　市民課市民係（内線254）

現在、市の水道をお使いの場所には、使

用水量計測用のメーターが設置されてい

ます。このメーターは、法令により検定

から８年経過したものについては、取り

替えを行うことになっています。

平成29年度中に水道課の委託を受けた

市指定業者が取り替えに伺いますので、

ご理解ご協力をお願いします。

なお、次の点にご留意ください。

・取り替えを行う方には、事前にはがき

　で通知します。

・取り壊しにより建物が存在せず、水道

　を使用していない場合には、取り替え

　を行わないことがありますので、ご承

　知ください。

・この取り替えに関するお客様の費用負

　担は一切ありません。

・水道課や業者の名をかたり、費用を請

　求するなどの悪質な行為にはくれぐれ

　もご注意ください。

問　水道課給水維持係（内線666）

茅野市の森林整備計画区域内の立木の伐

採を行うときは、森林法の定めにより

「伐採及び伐採後の造林の届出書（伐採届）」

の提出が必要です。

伐採予定地が茅野市の森林整備計画区域

に含まれているかのご確認は、農林課林

務係へお問い合わせください。

○伐採届けについて
森林や立木の伐採をする場合は、１本で

も事前の届出が必要です。伐採届は伐採

を行う90日前から30日前までに提出し

ていただくことになりますので、早めの

手続きをお願いします。

倒木や災害等に際し、緊急に伐採する場

合は、事後の届出が必要となります。

伐採を予定している森林が「保安林」に

指定されている場合は別の手続きが必要

になり、諏訪地域振興局林務課への届出

または許可申請が必要となります。

○別荘分譲地内での立木の伐採について
別荘分譲地内での立木の伐採について

は、各管理事務所への問い合わせも必要

となります。

○届出方法
農林課林務係窓口または、茅野市ホーム

ページに様式がありますので、記載例・

注意事項を参考に作成し、必要書類添付

の上、農林課林務係へご提出ください。

※届出が必要のない場合

　「枝はらい」、「下草刈り」等を行う場合

問　農林課　林務係（内線405）

売買や相続等により茅野市の森林整備計

画区域内の土地（森林の土地）を新たに

取得した方は、森林法の定めにより「森

林の土地の所有者届出書」の提出が必要

です。

土地が茅野市の森林整備計画区域に含ま

れているかのご確認は、農林課林務係へ

お問い合わせください。

○森林所有者届出制度について

平成23年４月の森林法改正により、平

成24年４月以降、森林の土地の所有者

となった方は市町村長への事後届出が義

務付けられました。

○届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等によ

り森林の土地を新たに取得した方は、面

積に関わらず届出をしなければなりませ

ん。

○届出期間

森林の土地の所有者となった日から90

日以内に、取得した土地のある市町村の

長に届出をしてください。

○届出方法

農林課林務係窓口または、茅野市ホーム

ページに様式がありますので、「記載例」

及び「森林の土地の所有者届出制度につ

いて」を参考に作成し、必要書類添付の

上、農林課林務係へご提出ください。

問　農林課　林務係（内線405）

使用済みの農業用廃プラスチック等の産

業廃棄物は、排出者が責任を持って適正

に処理するよう法律で定められていま

す。処理にお困りの方は、有料で回収し

ますので、会場までお持ちください。

とき・ところ

①５月27日（土）午前９時～11時

　JA信州諏訪玉宮集荷所（玉川小入口交

　差点南）

②６月３日（土）午前９時～11時

　JA信州諏訪北部集荷所（尖石考古館西

　交差点上）

※注意事項

産業廃棄物を運搬する車両は、その内容

の表示および書面の備え付け（携帯）が

必要となります。詳細については、JA信

州諏訪各営農センターまたは農林課まで

お問い合わせください。

問　JA信州諏訪茅野市営農センター　　

　　☎82-6100

　　農林課農政係（内線403）
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大久保 賢一さん 笹岡 幸穗さん

「特設人権相談所」の開設

「行政相談委員」の紹介

水道メーターの
取り替えを行います

立木の伐採の届出に
ついて

森林の土地所有者の
届出について

農業用廃プラスチック等の
回収を行います


